
 

福知山市入札監視委員会（ 令和５年度 第１回 ）議事概要 

 

開 催 日 時 及 び 場 所 令和５年７月２０日（木） 

午後２時００分～午後４時１５分 

市民交流プラザふくちやま３階 市民交流スペース 

出席委員氏名（職業） 委員長 荻野
お ぎ の

 伸一
しんいち

（弁護士） 

委 員 菊田
き く た

 学
まな

美
み

（行政書士・特定社会保険労務士） 

委 員 吉田
よ し だ

 周邦
ちかくに

（公認会計士） 

 議 事 概 要 １ 報告事項 

  ・令和５年度業者受付状況等 

２ 議事 

（１）令和４年度下半期の入札・契約の実施状況について 

（２）抽出工事に関する審議について 

（３）次回抽出委員の選出 

・吉田委員を選出（五十音順で２名の持ち回り） 

 

審 議 対 象 期 間 令和４年１０月 １日 ～ 令和５年 ３月３１日 

審 議 対 象 件 数 ［工事］    １２５件 ［委託役務業務］   ３件 

内 

 

訳 

公募型指名競争入札 １件  

条件付一般競争入札 ３４件  

指 名 競 争 入 札 ７８件  

随 意 契 約  １２件 ３件 

抽 出 案 件 数 ４件 １件 

委員からの意見・質問 

とそれに対する回答 

意見・質問 回 答 等 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委 員 会 意 見 の 内 容  

〇1 者随意契約については、随意契約理由について明確な根拠資

料等を整理し明らかにした上で実施されたい。 

 

〇プロポーザル事業により実施した案件について、その事業の効

果等についても事業を実施する中で確認をしてもらいたい。 

 

 



 

別 紙 

 

「１ 報告事項について」 

意見・質問 回 答 等 

〇市内建設業者の工種登録について、土

木に関係する工種が複数あるが、重複

して登録している業者はあるのか。 

 

〇複数の工種を登録している業者で、工

種によりランクの異なる業者はあるか。 

 

建設業許可にある29工種に基づいて登録工種を定

めており、重複して登録をされている業者もある。 

 

 

それぞれの業種ごとの経営事項審査点数等によっ

てランクを決めているので、同一業者でも工種によ

ってランクが異なる。 

 

 

「２ 議事（１）令和４年度下半期の入札・契約の実施状況について」 

意見・質問 回 答 等 

○指名停止理由の中で予定価格が公表

されているにもかかわらず予定価格

を上回る金額で入札を行ったという

ものが有るが、これまでに工事でも

そういったことはあったのか。また、

あったとすればその理由は何か。 

 

〇今回指名停止となった業者あるいは

そのグループ会社と、指名停止期間

中に契約した実績はあるか。 

 

〇工事一覧表を見ると変更契約が結ば

れているものが多数あるが、例年と

比べて増減はあるか。 

過去に工事でも同様な理由で指名停止となった案

件はある。理由としては金額の記載誤りまたは入札条

件の見落としが原因ではないかと推察する 

 

 

 

 

 今回の審査案件の中に、期間中契約した実績はな

い。 

 

 

過去 2 年の同期と比べると約 10%程度上昇してい

る。工事の金額変更は工事期間の終了間際に行われる

ことが多いが、過去 2 年に比べ令和 4 年度は繰越の割

合が少なかったため、審査期間中に多くの変更があっ

た。ただし全体としてみると工事数に対する変更の割

合について大きな変動はない 

 

 

 

 

 

 



「３ 議事（２）抽出案件に関する審議について」 

１ 三支第２６号 三和荘改修工事 

…公募型指名競争入札 

意見・質問 回 答 等 

〇落札金額の差が最大で約 1億 1千万円

あるが、その理由は何か。 

 

 

 

○共同企業体の構成について、建築一式

A1 等級と電気 A 等級の組み合わせと

した理由は何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予定価格の事後公表を取り入れたこ

とで入札においてよかった点や気づい

た点があれば教えて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

〇改修終了後の三和荘の運用はどうす

るのか。 

 

 

 

 

 

 本件は予定価格事後公表の案件となっており、ま

た、建築一式工事であるため採用単価についての公

表資料が少なく見積りの徴取先等で業者により差が

出やすくなっていると推察している。 

 

共同企業体については主に同業種で組み出資割合

を定めて施工する甲型 JVと、主に異業種の組み合わ

せで構成し、施工箇所を分割して施工する乙型 JVと

がある。今回は建築一式（A１等級）と電気（A等級）

で構成される乙型 JVを採用している。新築工事にお

いては、建築一式のみからなる甲型 JVを採用し、電

気工事を別発注することが多い。今回のような改修

工事の場合は、建築工事と設備工事を施工上分離す

ることが困難なため、乙型 JVとして発注している。

また、工事内容の金額比率から建築一式と電気の組

み合わせとした。 

 

 予定価格の事後公表について、開始から８年が経

過した。建築一式工事等に関しては、市の積算価格が

推定しにくいため、応札者の実行予算を積み上げて

積算されていると思われる。土木工事については公

表された内訳書等に基づいて最低制限価格を予想で

きるため、最低制限価格と同額で複数者が入札し、抽

選の結果落札者が決定されることも多い。いずれに

しても、業者の積算能力の向上に寄与していると考

える。 

 

 三和荘については現在改修工事中の本館以外にス

ポーツ施設、グラウンド、体育館、テニスコート等の

施設があり、建物の中には生涯学習施設、会議室、レ

ストラン、宿泊施設等がある。 

施設全体の管理は福知山市が行い、スポーツ施設

の貸出し、会議室、調理室等の貸出業務を行う。レス

トランについては施設を民間に貸付し、使用料を徴



 

 

 

 

 

〇共同企業体の組み方に決まったルー

ルは有るのか。 

収して、運営してもらい、宿泊施設については、市の

施設として運営についても委託業務として発注す

る。レストランと宿泊施設についてはプロポーザル

を実施し業者が決定している。 

 

 共同企業体の運用ルールについては福知山市で定

めている「建設工事における共同企業体運用基準」に

定めている。ただ、案件ごとに工事内容や構成が異な

るため内容から判断して甲型、乙型の別や業種の組

み合わせを決定している。 

 

 

２ 下水工第３０号 河東・長田野系統 土師川水管橋耐震化（その 1）工事 

…条件付一般競争入札 

意見・質問 回 答 等 

〇変更契約について、変更理由が現場精

査の結果、となっているが、一定調査

をしたうえで設計をしているのでは

ないか、何故再精査により変更が生じ

るのか。 

 

〇工期を延長する理由について、標準工

期を確保するため、との記載がある

が、なぜ当初に標準工期を確保した工

期設定としないのか。また、工期を伸

ばすことによる契約金額に対する影

響はないのか。 

 

○同額での応札が複数者あるが、落札者

はどのような方法で決定したのか。 

 

 

〇入札時の設計図書で、今回変更となっ

た仮設工の土留め工事の工法につい

ては指定されていたのか。 

 

〇これまでも地元協議で工事の変更を

行った案件が何件かあったが、地元協議

工事着手後地元から誘導員の設置を要望されたこ

と、土の崩落防止のための矢板を設置する際の、掘削

の結果、大きな石がたくさん地中にあることが判明

し、一般的な工法では矢板が挿入できないため工法

の変更を行った。 

 

 もともと年度をまたいだ繰越工事とする予定で発

注をしている。国庫補助等の関係で一旦工期を年度

内の 3 月 31 日までとして発注し、補助金の繰越しが

認められたのちに工期の延長を行った。金額につい

ての影響は無い。 

 

 

 落札者額での応札が複数者あった場合はくじで落

札者を決定している。 

 

 

土留め工事については設計図書の中で定めてお

り、施工中に工法を変更する必要が生じた場合変更

契約の対象となる。 

 

 工事の内容等については事前に自治会長に伝えて

いるが、地元説明会を実施するかどうかについては



は入札の前後、いつ行うのか。 各自治会の判断による。地元説明会は一般的に施工

業者の決定後行うことが多く、仮設の方法について

は施工業者に任されている部分もあるため、仮設計

画策定後地元説明会等で誘導員の人数等が変わる場

合もある。 

 

３ 都交第１８号 三段池公園急速充電器設置工事…条件付一般競争入札 

意見・質問 回 答 等 

〇本工事の内訳のうち大半が機器の価

格ではないかと思われるが、機器は指

定か、それとも受注業者の判断で複数

の機器から選択することができるの

か。 

 

〇予定価格と近い価格で落札されてお

り、最低制限価格より高い金額で全者

応札されているが理由は何か。 

 

〇最低制限価格に近い金額で応札され

た業者が無く、全者予定価格と同額か

それに近い金額で応札されているの

は不自然ではないか。 

 

 

 

〇急速充電器の保守管理、料金徴収につ

いては今後どのように行うのか。 

 

〇かかったコストは回収できるのか。 

 機種の指定はしていないが、記載の仕様に適合す

る機種は 1 種類である。能力及びコストの検討を行

い本仕様を選択した。 

 

  

 

機器の見積を徴取し積算を行っているが、特殊な

機器のため値引き等が少なく、設計金額と落札額と

の間の差が少ないのではないかと推察している。 

 

 本案件は条件付き一般競争入札で行われ、申請者

は 7 者あったがその内 3 者辞退されている。うち 2

者の辞退理由は予定価格以下での応札が出来ないと

なっている。実行予算に対して予定価格の設定が厳

しく、低い金額で応札することが困難だったのでは

ないかと推察している。 

 

工事とは別に契約を行っている。 

 

 

トータルではマイナスとなるが、本市では CO2 削

減に向けて事業を進めており、その一環として急速

充電器の設置についても行っている。 

 

 

４ 産業第５７号 （仮称）福知山鉄道館ポッポランド新築工事に伴う外構・周辺整備工事 

…随意契約 

意見・質問 回 答 等 

〇建物の新築工事の施工業者との一者

随契となっているが、分割して発注し

 国庫補助を受けておりその補助金について、令和 4

年度に完成したものしか受けられないため、外構に



た理由は何か。 

 

 

〇令和 4年度中に完成が難しいのであれ

ば、相手方の選定理由として挙げられ

ている「交付金の検査や関連公園設備

のために設定している令和 5年 3月 31

日完成という工期に大きな影響を及

ぼす恐れがある。」という文言と齟齬

があるのではないか。 

 

〇外構工事について繰越が可能なので

あれば、随意契約とせず、入札を行っ

たのちに工事が終了するタイミング

で外構工事を行うことも可能だった

のではないか。 

 

〇随意契約を行う案件にしては金額が

大きい。記載されている理由が一者随

契に適切なものであるか十分検討す

る必要がある。 

 

〇予定価格は設定したのか。 

 

 

〇随意契約を行う際の適用条項は何か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇参考として挙げられている文言につ

いては業務委託関係の例として挙げ

られているものであるが、工事の契約

ついては令和 4 年度中に完成することが難しいため

分割して発注した。 

 

本体工事と外構工事とを切り分けた理由として補

助金について言及した。 

 

 

 

 

 

 

 展示制作業務や隣接する親水公園の工事もあり、

その調整も含めて本体工事と同時に施工を行わなけ

れば、議会や市民に公表している令和 5 年 8 月開館

に間に合わないと判断した。 

 

 

随意契約に関しては理由について十分に検討を行

った上で行う。 

 

 

 

積算基準に基づき市で積算を行い予定価格を設定

した。 

 

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号にお

いて競争入札に付するこが不利と認められるとき、

の参考として挙げている「履行期間の短縮、安全適切

な施工の確保、瑕疵担保責任の明確化等の条件で、当

該契約受託者との契約が有利であることが客観的に

判断できること。」に依っている。さらに福知山市財

務規則第 136条第 2項第 3号の、「契約の性質又は目

的により相手方が特定されるとき」という条文を適

用し 1者からの見積とした。 

 

業務委託関係という記載があるが、工事でも随意

契約の理由として採用している。 

 



についてこの例に依って契約を行う

ことは適切か。 

 

〇費用は入札に比べて安くなったのか。 

 

 

 

 

 

〇繰り返しになるが、1 者随契とするに

は、契約額が高額である。落札率につい

ても他工事と比べて高い。工期短縮につ

いても随意契約の効果や必要性につい

て疑念が残る。今後は、だれもが納得で

きる形で説明が出来るような資料を作

成し、根拠を示してほしい。 

 

〇随意契約については適用条項と理由

について検討した上で、慎重に行う必要

がある。 

 

 

 

契約相手方 1 者からのみ見積りを徴取したため、

他社との比較はできないが、本体工事と同一の業者

が施工しているため共通費等の費用は抑えられてい

るのではないか。また、見積徴取時に金額についての

交渉を行った上で契約額を決定している。 

 

随契理由について、根拠の明確な提示を心掛ける 

 

５ 学校教育課 英語指導助手（AET）派遣業務 

                           …公募型プロポーザル方式 

意見・質問 回 答 等 

○プロポーザルにより受託業者を決定

した効果は何かあったか。 

 

 

 

 

 

 

〇受託額が 3年間 6名の AET派遣に対し

て 7900 万円ほどだが、この金額で効果

は見込まれるのか。 

 

 

 

 提案を受けて受託業者を決定した効果について、

受託業者の AET に対する研修内容等を事前に把握す

ることによって、派遣される AET の質の向上が見込

まれると考えている。また、慣れない土地での AETに

対するサポート体制等について事前に確認と把握が

可能となるところがメリットとして挙げることがで

きる。 

 

受託額の中に AETの給金、指導料、研修経費、教材

費、通信費等が含まれている。個人の収入額について

は把握していないが、近隣他市の契約事例では 3 年

間 3 人に対して約 4,400 万円で契約をしており、概

ね同水準である。 

 



〇プロポーザルではなく、エリア内で英

語が堪能な人物を採用する方法もある

と思うが、今後のパッケージとしての効

果を期待したい。 

 

〇前回の AETの契約はどのようなものか 

 

 

 

 

〇円安の現状、契約額が低いと人材確保

が困難になるのではないか。業務の効果

を考えると人件費については検討する

必要があるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

前回も今回とほぼ同一の条件により公募を行い、

約 8,900 万円の金額により契約を行った。見積金額

についても事業者選定にあたっての評価対象として

いる。 

 

人材の確保については募集時期により困難なこと

もあると聞いている。安定的な人材の確保の面から

もプロポーザルによる受託者選定は有効であると考

えており、今回の選定にあたっても人材派遣体制の

整備状況は評価の対象としている。 

 

  

 

  

 

 


